
令和７年第６回新地町農業委員会総会会議録
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１０番 清野　敏興 出席 ７区 佐藤　正義

出席

７番 永澤　広美 出席 ５区 中村　雄志 出席
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小野　裕康 出席
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６番 川上　敦史 出席 ４区 

９ 名 １０ 名

１ 名 ０ 名

出席

２番 横山　　智 出席 ２区 目黒　敏雄 出席

１番 石田　敏裕 出席 １区 鈴木　文雄

農業委員 農地利用最適化推進委員

番号 氏名 出欠 担当区 氏名 出欠

出席

３番 目黒　文夫 出席 ２区 齋藤　　壽 出席

４番 横山　行雄 出席 ３区 加藤　　博



令和７年第６回新地町農業委員会総会 

 

会  長   ただいまより令和７年第６回農業委員会総会を開催いたします。 

 

       （あいさつ） 

 

会  長   続きまして、次第３の議事録署名人の指名についてですが、２番  横山智委

員と３番 目黒文夫委員にお願いします。 

なお、欠席は５番 星美代子委員であります。 

     それでは、次第４の議事に入ります。 

    報告第１号 令和７年第６回総会までの主な行事について、事務局より報告願

います。 

 

加藤局長   報告第１号 令和７年第６回総会までの主な行事について、ご報告いたしま

す。１ページをご覧ください。 

 ５月２２日、前期農業委員会会長・事務局長研修会が福島市で開催され、清野      

会長、私が出席しております。 

       ５月２６日、県農業会議理事会が福島市で開催され、清野会長が出席しており   

ます。 

       同じく２６日、県農業会議常設審議委員会が福島市で開催され、清野会長が出 

席しております。 

       ５月２７日、浜通り地方農業委員会協議会視察研修が東京都で開催され、清野 

会長、事務局が出席しております。 

       ５月２８日、県選出国会議員との懇談会、全国農業委員会会長大会が東京都で   

開催され、清野会長、事務局が出席しております。 

       同じく２８日、地域計画の推進に向けたＷＥＢ会議が開催され、事務局が出席 

しております。 

       ６月２日、相双地域新規就農・企業参入推進検討会議が南相馬市で開催され、 

事務局が出席しております。 

       ６月３日、農業者年金協議会通常総会・農業者年金加入推進特別研修会が福島  

市で開催され、清野会長、事務局が出席しております。 

       ６月６日から１１日まで新地町議会定例会が開催され、私が対応しておりま

す。 

       ６月１０日、県農業会議常設審議委員会の現地調査としまして、南相馬市にお  

いて、清野会長が調査を実施しております。 

       同じく１０日、農地法申請等の現地調査としまして、町内において、星委員、 

菅野職務代理、森委員、佐藤委員、事務局で調査を実施しております。 

       ６月１２日、地域農業再生協議会役員会が役場で開催され、清野会長が出席し 

ております。 



       以上でございます。 

 

会  長   ただいま、事務局長から報告第１号について報告がありましたが、何かご質問・

ご意見があればお受けします。何かございませんか。 

 

       ［「ありません」の声あり］ 

 

会  長     ないようですので、報告第１号については以上で終わります。 

   議案第１６号 農地法第３条の規定による許可申請について、１番を事務局よ

り説明を求めます。 

 

事 務 局   議案第１６号 農地法第３条の規定による許可申請について、１番をご説明い   

たします。２ページをご覧ください。 

       １番について、譲渡人・譲受人及び申請地は、議案に記載のとおりであります。      

申請は、売買による所有権の移転であります。取得する畑は、蔬菜類を栽培す 

る計画であります。 

        なお、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可の要件を満たしてお   

ります。 

        説明は以上でございます。 

 

会  長   それでは議案第１６号の１番について、質疑に入ります。何かご質問・ご意見

のある方はお受けします。何かございませんか。 

 

阿部委員   場所は、旧国道６号の下で、ブイため池にいく水の取り入れ口のところですか。 

 

事 務 局   森委員の自宅の西側になります。申請地の南側が譲受人の畑となっております   

が、ここがパイプハウスが建っている畑となります。 

 

会  長   その他ありませんか。 

 

       ［「ありません」の声あり］ 

 

会  長   ないようですので、原案どおり承認することに異議ありませんか。 

 

［「異議なし」の声あり］ 

 

会  長   異議なしと認め、議案第１６号 農地法第３条の規定による許可申請につい

て、１番は原案のとおり承認し許可といたします。 

   議案第１７号 農地法第５条の規定による許可申請について、１番から２番を



事務局より説明を求めます。 

 

事 務 局   議案第１７号 農地法第５条の規定による許可申請について、１番について説    

明いたします。議案の３ページと資料１ページから３ページになります。 

       譲渡人、譲受人、申請地、防除施設の概要については、議案に記載のとおりで  

あります。 

転用の目的は、資材置場、駐車場等であります。権利の移動は売買による所有    

権移転であります。転用面積は、必要最小限に抑えられており、工事期間や資金 

も問題はありません。 

       申請地の農地区分については、農地の集団性もなく農業公共投資の対象になっ 

ていないことから第２種農地と判断されます。他に適した土地がなかったことか 

ら、許可の要件は満たしております。 

       ２番について説明いたします。議案の４ページと資料４ページから７ページに 

なります。 

       譲渡人、譲受人、申請地、防除施設の概要については、議案に記載のとおりで 

あります。 

       転用目的は、太陽光発電設備であります。権利の移動は売買による所有権移転 

であります。 譲渡人が所有地である鉄炮町９３番１に行くために、申請地の南 

側に飛び出ている部分について、譲渡人と譲受人の間で、通行同意書を取り交わ 

しております。なお、鉄炮町９１番１の隣接所有者からも太陽光発電設備を、少 

し東側に移動して欲しいと要望もありましたので、両方の要望をくんで、計画を 

しております。転用面積については、必要最小限に抑えております。工事期間や 

資金も問題はありません。 

       申請地の農地区分については、農地の集団性もなく農業公共投資の対象になっ 

ていないことから第２種農地と判断されます。他に適した土地を見つけられなか 

ったことから、許可の要件は満たしております。 

説明は以上でございます。 

 

会  長   この件に関しましては、６月１０日に現地調査を行っておりますので、調査の

報告をお願いいたします。 

 

菅野職務代理 議案第１７号 農地法第５条の規定による許可申請について、去る６月１０日

に星美代子委員、森文明委員、佐藤正義委員、私と事務局で現地調査を行いまし

たので、調査担当委員を代表して調査結果を報告いたします。 

       １番を報告いたします。議案３ページと資料の１ページから３ページをご覧く

ださい。 

       申請地は、議案に記載のとおりであります。現地の周辺は、資料の１ページか

ら２ページに記載のとおりで、平たんな土地であります。 

       転用目的及び防除施設の概要については、事務局から説明のありましたとおり



で、他の方の農地への影響は及びにくいかと見てまいりました。 

       ２番を報告いたします。議案４ページと資料の４ページから７ページをご覧く

ださい。 

       申請地は、議案に記載のとおりであります。現地の周辺は、資料の４ページか

ら５ページに記載のとおりで、平たんな土地であります。 

       転用目的及び防除施設の概要については、事務局から説明のありましたとおり

で、他の方の農地への影響は及びにくいかと見てまいりました。 

       以上で現地調査報告を終わります。 

 

会  長   質疑に入る前に、地元委員より何か補足説明があればお願いします。 

 

       ［発言する人なし］ 

 

会  長   それでは議案第１７号の１番から２番について、質疑に入ります。何かご質問・

ご意見のある方はお受けします。何かございませんか。 

 

       ［「ありません」の声あり］ 

 

会  長   ないようですので、原案どおり承認することに異議ありませんか。 

 

［「異議なし」の声あり］ 

 

会  長   異議なしと認め、議案第１７号 農地法第５条の規定による許可申請につい

て、１番から２番は原案のとおり承認し「許可相当」として福島県知事へ意見を

送付いたします。 

     これで本日の日程はすべて終了いたしましたので、令和７年第６回農業委員会   

総会を閉会いたします。 


